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諮問庁：秋田県知事 

諮問日：令和 5 年３月２９日（諮問第３８号） 

答申日：令和 6 年３月１８日（答申第４０号） 

事件名：一時保護処分に関する行政文書の部分開示決定処分に対する審査請求    

に関する件 

 

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

   秋田県知事（以下「実施機関」という。）が、秋田県南児童相談所長が審

査請求人について行った一時保護処分に関する行政文書に記録された個人

情報（以下「本件対象情報」という。）について、令和３年１２月２８日付

け個人情報部分開示決定処分（以下「当初決定」という。）及び令和４年１

１月２９日付け個人情報部分開示変更決定処分（以下「変更決定」という。）

（以下当初決定及び変更決定を合わせて「本件処分」という。）において非

開示とした部分のうち、別表１の通し番号１２５、１３０、１４２、１４５、

１５０（個人名に関する情報を除く。）、１９２、２２４のうち第二文の部分、

２３１、３１０（個人名に関する情報を除く。）については開示すべきであ

る。 

   実施機関がその他の部分について非開示としたことは妥当である。 

 

第２ 適用関係等 

 １ 本件処分は、廃止前の秋田県個人情報保護条例（平成１２年秋田県条例第

１３８号。令和５年４月１日廃止。以下「旧条例」という。）の規定に基づ

いて行われたものであるから、個人情報の保護に関する法律施行条例（令和

４年秋田県条例第４９号。令和５年４月１日施行）附則第４項の旧条例の廃

止に伴う経過措置（旧条例に規定する個人情報の開示については、なお従前

の例による。）により、旧条例の規定の適用について判断したものである。 

 ２ 実施機関は、本件審査請求が提起（令和４年３月２８日付け）された後、

職権で変更決定を行い、当初決定における非開示部分の一部を開示してい

る。当審査会では、変更決定後も非開示となっている部分について、その妥

当性について調査審議を行った。なお、本答申において「非開示部分」とは

特に断りが無い場合、変更決定後も非開示となっている部分をいう。 

 ３ 本答申において非開示部分を示す方法は、別表１・本件処分における非開

示部分及び非開示理由の「通し番号」によるものとする。 

 

第３ 諮問に至る経緯 

 １ 開示請求の内容 
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   審査請求人は、令和３年１２月３日、旧条例第１４条第１項の規定に基づ

き、実施機関に対し、秋田県南児童相談所長が審査請求人について行った一

時保護処分に関する行政文書一式についての開示請求を行った。 

２ 実施機関の当初決定 

   実施機関は、令和３年１２月２８日、上記１の開示請求に対し、旧条例第

１９条第２項の規定に基づき、部分開示決定処分（当初決定）を行い、審査

請求人に通知した。 

３ 審査請求 

   審査請求人は、令和４年３月２８日、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第２条の規定に基づき、当初決定を不服として実施機関に対し本件

審査請求を行った。 

 ４ 実施機関の変更決定 

   実施機関は、令和４年１１月２９日、旧条例第１９条第２項の規定に基づ

き、職権で非公開部分を変更する決定処分（変更決定）を行い、非開示部分

の一部の開示を行い、審査請求人に通知した。 

５ 諮問 

   審査庁は、令和５年３月２９日、旧条例第３０条第１項の規定に基づき、

本件審査請求について、秋田県個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）

に諮問した。 

 

第４ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 本件審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、本件対象情報に関して実施機関が行った当初決

定について、その取り消しを求めるというものである。 

２ 本件審査請求の理由 

  審査請求書において審査請求人が主張する本件審査請求の理由は、次のと

おりである。 

   審査請求人は、令和３年１２月２８日付けで、秋田県知事から当初決定を

受けた。 

     しかしながら、当初決定は、「開示することにより、児童相談所における

相談指導等業務に支障をきたし、また、将来の同種の事務の目的が達成でき

なくなるおそれがあるため」、「児童虐待及びその内容に関する情報」を開示

しないこととしているが、上記の「支障」の程度については、名目的なもの

では足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可

能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が必要と解されており（大阪地裁平

成２０年１月３１日判決）、さらに、これらの要件の判断にあたっては、個

人情報開示請求をした者が当該情報を知る利益と、客観的具体的に想定さ
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れる当該情報を開示することにより生じる不利益とを比較考量して判断す

べきものとされている（東京地裁平成２５年２月７日判決）。 

     本件においては、成人となった審査請求人が、未成年の間に受けた一時保

護処分に関し全ての情報を知る利益が、客観的具体的に想定される、当初決

定によって不開示とされた情報を開示することにより生じる不利益よりも

遙かに大きいものと考えられるから、当初決定は、旧条例第１６条第７号の

解釈・適用を誤った違法があるというべきである。 

 

第５ 実施機関の説明の要旨 

１ 弁明書による説明  

   実施機関は、本件対象情報について部分開示決定を行った理由を次のよ

うに説明している。 

  (1) 非開示部分ごとの開示しない理由 

    個別の開示しないこととした部分（非開示部分）ごとの開示しない理由

については別表１・本件処分における非開示部分及び非開示理由に記載

のとおりである。（なお、実施機関は、後述の２意見陳述による説明のと

おり、非開示とした根拠条項及び理由の変更又は修正をしており、別表

１・本件処分における非開示部分及び非開示理由の記載はこれらの変更

又は修正を反映したものとなっている。） 

(2) 旧条例第１６条第７号の該当性 

     個別の非開示理由については別表１・本件処分における非開示部分及

び非開示理由に記載のとおりであるが、以下では、本件処分の非開示情報

を開示することにより、児童相談所における相談指導等業務に支障をき

たし、また、将来の同種の事務の目的が達成できなくなるおそれがあるた

め旧条例第１６条第７号に該当することについての総論を述べる。 

    ア 児童相談所の機能 

      児童相談所は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１条に規

定する児童福祉の理念を実現し、児童の基本的権利を保護するため同

法第１２条第１項の規定により設置されている機関である。 

      児童相談所は、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに

関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子ども

の真のニ－ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子

どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図ると

ともに、その権利を擁護することを主たる目的として都道府県等に設

置される。     

      児童相談所の業務は、「相談援助活動」と総称され、家庭その他から

の児童の福祉に関するしつけ、不登校等の児童育成上の問題に関する
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もの、児童の養護、虐待、非行等に関するもの、知的障害、自閉症等の

障害に関するものなどの様々な問題等について相談に応じて、専門的

立場から児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、

教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、これに基づき、個々

の児童及びその家庭に最も適した措置をとるもので、措置の決定に当

たっては、常に児童の最善の利益が考慮される。 

      児童相談所では、児童や保護者等の抱える問題の性質や生活環境等

について、児童福祉司その他の様々な職種の職員が専門的知見に基づ

いて分析し、それらの情報を集約して最善の援助方針を検討した上で、

相談援助活動を実施している。 

イ 関係機関等から収集する情報について 

      児童相談所においては、相談援助活動を効果的に実施するため、児童

や保護者の問題の性質や生活環境等について、専門的・学問的知見に基

づいて分析し、合理的見地から最善の処遇方針等を検討する必要性が

ある。このため、関係者や関係機関との密な連携による協力関係を構築

し、児童や保護者についての情報を収集することは、相談援助活動を実

施する上で非常に重要である。例えば、ケース検討会議は、通告の内容

を受けて、児童相談所と関係機関との間で今後どのような方針により

対応を行っていくことが適当かを判断するため必要な内容を協議して

いるものである。関係者や関係機関から収集され、記録される情報は、

構築された協力関係によって提供されるもので、児童相談所以外に開

示されることを想定しないで提供される率直な所見等が多く含まれる。 

      このような児童相談所の職員が関係者や関係機関から収集した情報

を開示することとなれば、児童相談所への情報提供に消極的になった

り、率直な所見等詳細な情報が提供されなくなるなどして、今後同種の

相談援助業務において協力が得られなくなることや詳細な情報が十分

に収集できなくなることが具体的に想定され、児童相談所の相談援助

業務に支障をきたす具体的なおそれがある。 

ウ 児童相談所職員の所見等の記載について 

       前述のとおり児童相談所においては、相談援助活動を効果的に実施

するため、児童や保護者の問題の性質や生活環境等について、専門的・

学問的知見に基づいて分析し、合理的見地から最善の処遇方針等を検

討する必要性がある。このため、各記録の作成に当たっては、単なる事

実の記載ではなく、児童相談所が心理面接や相談援助活動実施時にお

ける対象児童や保護者の言動等を観察・分析していった評価や判断を

記すこととして運用されている。 

          これらの情報は、児童相談所が本件児童に対する相談援助を進める
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にあたり、担当の児童福祉司その他の児童相談所職員の医学的・心理学

的・社会学的見地による本件児童に関する率直な評価、判定、所見等を

ありのままに記載したものであるから、これを開示すると今後対象児

童と同様の立場にある児童について詳細な記載ができなくなる、ある

いは、当該情報を開示することにより、調査の過程又は基準が明らかに

なるなど、当該事務及び今後の同種事務の適正な執行に支障が生ずる

具体的なおそれがある。 

エ 虐待通告者を特定できる情報について 

      児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第６条は、

「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを

市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童

委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相

談所に通告しなければならない。」と定めている。また、同法第７条は、

「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第１

項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町

村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他

の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項

であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。」

と定めている。例えば、虐待通告受付票に記載されている情報には、本

件対象児童に対する虐待を通告した者を特定できる情報が含まれてお

り、これは同法の定めるところにより児童相談所が外部に明らかにす

ることが禁じられているものである。  

      また、実質的にみても、各記録は虐待通告者から聴取した情報を基に

記載されるものであり、その記載された内容から、虐待通告者がどのよ

うな情報を持つ者であるか、そこから虐待通告者が誰であるかが判明

するおそれがある。虐待通告者は、「虐待でなかったらどうしよう」と

通告することを躊躇する気持ちや、「恨まれたり、責任を問われるので

はないか」と通告後の事態への危惧感から不安な心理状態で通告して

くることが多く、虐待通告者が誰であるか、どのような内容で通告した

のかを開示することによって、通告すること自体を躊躇わせ、萎縮させ

るおそれがあり、また、詳細な情報での通告が阻害されるおそれがある。 

オ 結語 

      以上のとおり、本件処分の非開示情報を開示することにより、児童相

談所における相談指導等業務に支障をきたすおそれというのは、「支障」

の程度は決して名目的なものにとどまるものではなく、実質的なもの

であって、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保

護に値する蓋然性が大きいと認められるものである。審査請求人の知
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る利益が本件処分の非開示情報を開示することにより生じる不利益よ

りも大きいとはいえない。 

      したがって、本件処分は、旧条例第１６条第７号の解釈・適用を誤っ

たものではなく、適法になされたものである。 

 ２ 意見陳述による説明 

  (1) 実施機関の意見陳述において、次の非開示部分について、別表２・非開

示とした根拠条項及び理由の変更又は修正のとおり非開示理由を変更又

は修正している。 

   ア  通し番号９１、１２４、１６３、２２１、２２４、３１０ 

      記載された情報が開示請求者以外の個人情報に該当するとして、非

開示とした根拠条項を同条第７号から同条第３号に変更し、非開示理

由を変更するもの。 

   イ 通し番号１０６、１０８、１２３、１４３、１９８、２１７、２２０ 

     根拠条項は同条第７号であるものの、記載された情報が児童相談所

職員の所見等に該当するとして、非開示理由を変更するもの。 

      ウ 通し番号１０、１６、２０、２５ 

          非開示部分の一部について、記載された情報が児童相談所職員の所

見等にも該当するとして、非開示理由を変更するもの。 

   エ 通し番号３２１、３２２ 

          弁明書添付の非開示部分一覧に記載した非開示理由が記載の誤りで

あるため、非開示理由の記載を修正するもの。 

  (2) 上記のほか、変更決定における墨塗り部分の一部について、墨塗り部分

の誤りがあり開示すべき部分が開示されていなかったため、墨塗り部分の

修正を行い、審査請求人に対し修正して開示したものを交付している。 

 

第６ 調査審議の経過 

 １ 令和 5 年 ３月３０日 諮問の受付 

 ２ 同  年 ７月１２日 審議 

 ３ 同  年 ８月３１日 指名委員による検討 

 ４ 同  年 ９月２６日 審議 

 ５ 同  年１１月１０日 実施機関による意見陳述 

              実施機関による非開示とした根拠条項の理由の 

              変更又は修正 

 ６ 同  年１２月１３日 審議 

 ７ 令和６年 ２月 ２日 審議 

 ８ 同  年 ３月１８日 審議 

 

第７ 審査会の判断の理由 
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 １ 本件対象情報及び本件処分について 

   本件対象情報は、秋田県南児童相談所長が審査請求人について行った一

時保護処分に関する行政文書に記録された個人情報である。 

   実施機関は、本件処分において非開示部分が旧条例第１６条第３号（開示

請求者以外の個人情報）及び同条第７号（事務・事業情報）に該当するとし

ている。 

 ２ 旧条例第１６条第３号の該当性について 

   (1) 旧条例第１６条第３号本文は、開示請求に係る個人情報の本人以外の個

人の権利利益を保護する観点から、当該本人以外の個人に関する情報を

開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれのある情報

を非開示情報として規定している。 

  (2) 実施機関は、通し番号３２、３４～３６、３９、４２、４４、４５、５

３、６１、６３、６５、６６、７０～７５、７７～８０、８３、８５、８

６、８８、９０～９３、９５～９９、１０１～１０５、１０７、１０９～

１１８、１２０、１２４、１２６、１２９、１３１、１３４、１３８、１

４０、１４４、１４６～１４９、１５１、１５３～１５５、１５７～１６

０、１６２、１６３、１７３、１７６、１７８、１８０、１８３、１８８

～１９１、１９３、１９４、２０２～２０４、２０６、２１０、２１２～

２１５、２２１、２２４～２２６、２３２～２３４、２３６～２３９、２

４２、２４７、２４８、２５２、２５６、２５８～２６１、２６６～２６

８、２７１、２７２、２７４、２７７、２７８、２８０、２８３、２８４、

２８７、２９０～２９２、２９５～３００、３０３～３０５、３０７、３

０８、３１０～３１２、３１４、３１６、３１７、３２０、３２３、３２

７、３２９、３３１～３３３、３３５～３３７に記載されている情報につ

いて同号が該当するとしている。（このうち６１、８８、９０、９２、１

０７、１１０、１１１、１３１、１５７については同条第７号にも該当す

るとしている。） 

  (3) 当審査会が当該非開示部分に記載されている情報について検分したと

ころ、通し番号２２４、３１０の記載の一部（２２４のうち第二文の部分。

３１０のうち個人名（入所児童）に関する情報以外の部分。）以外の非開

示部分には〇〇〇〇〇、〇〇〇〇の職員等の氏名、〇〇〇〇〇に入所して

いる児童に関する情報、審査請求人の親族等に関する情報が記載されて

いることが確認できた。 

    これらの情報については、開示することによって、直接又は他の情報と

結びつけることにより特定の個人を識別できる情報が明らかとなり、開

示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあると認められ、ま

た、いずれの情報も旧条例第１６条第３号の例外規定に該当しないこと
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から、同情報につき実施機関が非開示としたことは妥当である。 

   (4) 一方、①通し番号２２４のうち第二文の部分、②通し番号３１０のうち

個人名（入所児童）に関する情報以外の部分は、開示することによって、

直接又は他の情報と結びつけることにより特定の個人を識別できる情報

が明らかとなるものではなく、開示請求者以外の個人の権利利益を侵害

するおそれがあるとは認められず、旧条例第１６条第３号に該当するも

のではない。また、その記載は、単なる事務的な連絡を内容とするもの（２

２４）、審査請求人の言動を記載したもの（３１０）であるから、これを

開示することにより、今後、関係機関の協力が得られなくなるなど、児童

相談所の相談援助活動の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあるものと

は認められないから、旧条例第１６条第７号に該当するものでもない。 

    したがって、上記①通し番号２２４のうち第二文の部分及び②通し番

号３１０のうち個人名（入所児童）に関する情報以外の部分に記載されて

いる情報については、開示するのが妥当である。 

    なお、通し番号３１０の個人名（入所児童）に関する情報については、

審査請求人が供述した内容を記載したものであるが、当該供述及び情報

が記録された時から相当期間が経過しており、審査請求人が現在記憶し

ている情報とは必ずしもいえないことや、対象となる入所児童の権利利

益の保護の必要性の大きさを考慮すると、非開示とした実施機関の判断

は妥当である。 

 ３ 旧条例第１６条第７号の該当性について 

  (1) 旧条例第１６条第７号は、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報 

であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものを非開示情報とし

て規定している。同号の趣旨は、県の機関等が行う事務又は事業は、法令

等に基づき公益に適合するように行わなければならず、自らの判断と責

任において適正に遂行することが求められていることから、開示するこ

とにより、これらの適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、非開

示とする合理的な理由があるとしたものである。 

  (2) 実施機関は、通し番号１～３１、３３、３７、３８、４０、４１、４３、

４６～５２、５４～６２、６４、６７～６９、７６、８１、８２、８４、

８７～９０、９４、１００、１０６～１０８、１１０、１１１、１１９、

１２１～１２３、１２５、１２７、１２８、１３０、１３２、１３３、１

３５～１３７、１３９、１４１～１４３、１４５、１５０、１５２、１５

６、１６１、１６４～１７２、１７４、１７５、１７７、１７９、１８１、

１８２、１８４～１８７、１９２、１９５～２０１、２０５、２０７～２

０９、２１１、２１６～２２０、２２２、２２３、２２７～２３１、２３
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５、２４０、２４１、２４３～２４６、２４９～２５１、２５３～２５５、

２５７、２６２～２６５、２６９、２７０、２７３、２７５、２７６、２

７９、２８１、２８２、２８５、２８６、２８８、２８９、２９３、２９

４、３０１、３０２、３０６、３０９、３１３、３１５、３１８、３１９、

３２１、３２２、３２４～３２６、３２８、３３０、３３４に記載されて

いる情報について同号が該当するとしている。（このうち６１、８８、９

０、９２、１０７、１１０、１１１、１３１、１５７については同条第３

号にも該当するとしている。） 

    この点について審査請求人は、成人となった審査請求人が、未成年の間

に受けた一時保護処分に関し全ての情報を知る利益が、客観的具体的に

想定される、本件処分により非開示とされた情報を開示することにより

生じる不利益よりも遥かに大きいものと考えられるから、本件処分は、旧

条例第１６条第７号の解釈・適用を誤った違法があるというべきである

と主張する。 

  (3) 当審査会が当該非開示部分に記載されている情報について検分したと

ころ、通し番号１２５、１３０、１４２、１４５、１５０、１９２、２３

１以外の非開示部分については、①虐待通告者に関する情報又は虐待通

告者から聴取した情報を基に記載された情報、②関係機関から提供され

た情報や関係機関とのやりとりが記録されているもの、③本件児童（審査

請求人）や関係者に関する率直な評価、判定、所見等が記載されているこ

とが確認できた。 

     上記①の情報については、虐待通告者が誰であるか、どのような内容で

通告したのかを開示することによって、通告すること自体を躊躇わせ、萎

縮させるおそれがあり、また、正確な情報での通告が阻害されるおそれが

ある。したがって、被措置児童等の権利擁護に関する業務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

     上記②の情報については、関係機関としては児童相談所との調整内容

及び児童相談所に提供した情報が要援助者である本件児童（審査請求人）

に開示されるとは想定していないと考えられ、このような情報を開示す

ると、今後、関係機関の協力が得られなくなるなど、児童相談所の相談援

助活動の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあると認められる。 

     上記③の情報については、本件児童（審査請求人）及び関係者に関する

率直な評価、判定、所見等をありのままに記載したものであるから、これ

を開示すると今後対象児童と同様の立場にある児童について詳細な記載

ができなくなることなど、当該事務及び今後の同種事務の適正な遂行に

支障が生ずるおそれがあると認められる。 

     したがって、これらの情報を非開示とした実施機関の判断は妥当であ
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る。 

   (4) 一方、通し番号１２５、１３０、１４２、１４５、１５０、１９２、２

３１については、これを開示することにより、上記の事務又は事業の適正

な遂行に支障が生ずるおそれがあるものとは認められない。 

     ア  通し番号１２５、１３０、１４２については、児童相談所職員間の連

絡に関する情報であり、外部の関係機関から提供された情報ではない

から、これを開示することにより児童相談所の相談援助活動の適正な

遂行に支障が生ずるおそれがあるものとは認められない。 

   イ 通し番号１４５、１５０については、関係機関（〇〇〇〇）との連絡

等の内容が記載されているものであるが、その内容は事務的な連絡に

ついてのものであり、これを開示することにより、今後、関係機関の協

力が得られなくなるなど、児童相談所の相談援助活動の適正な遂行に

支障が生ずるおそれがあるものとは認められない。 

     ただし、通し番号１５０のうち、〇〇〇〇の職員の氏名が記載されて

いる部分は、特定の個人を識別できる情報であり、旧条例第１６条第３

号本文に該当すると認められるから、当該部分については非開示とす

ることが妥当である。 

   ウ 通し番号１９２、２３１については、関係機関（〇〇〇〇）における

請求者本人との面接（１９２）及び医師との面談（２３１）の内容が記

載されているが、前後の記載が開示されているのに対し、当該部分だけ

が非開示とされる理由について実施機関から明確な説明がなく、これ

を開示することにより、今後、関係機関の協力が得られなくなるなど、

児童相談所の相談援助活動の適正な遂行に支障が生ずるおそれがある

ものとは認められない。 

   エ したがって、通し番号１２５、１３０、１４２、１４５、１５０（個

人名（〇〇〇〇職員）に関する情報を除く。）、１９２、２３１について

は、上記の事務又は事業の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあるも

のとは認められず、本号に該当するものではないから、開示するのが妥

当である。   

４ 結論 

    以上により、当審査会は「第 1 審査会の結論」のとおり判断した。 

    審査請求人のその余の主張は、いずれも当審査会の判断を左右するもの

ではない。 

   なお、次のとおり付言する。 

   本件審査請求が提起されてから、実施機関が審査会に諮問するまでに１

年もの期間を要している。対象となった個人情報を含む文書の分量が多い
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ことや変更決定を行うための検討に時間を要したことなどの事情があると

はいえ、簡易迅速な手続を目的とする行政不服審査制度の趣旨にかなうも

のではない。実施機関においては適切かつ迅速な手続処理を行うことが望

まれる。 

 

第８ 答申に関与した委員 

区 分 氏   名 職     名 

 小野寺 倫 子 秋田大学教育文化学部准教授 

会  長 面 山 恭 子 弁護士 

会長代理 加 藤   謙 弁護士 

 佐々木 俊 幸 弁護士 

 鈴 木 明 文 秋田県医師会顧問 

 

※別表１・２省略 


